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野
津
務
教
授
「
保
険
法
に
於
け
る
『信
義
誠
實
の
原
則
」

(「
商
法
研
究
」

第

一
巻

)

(
昭
和
十
年

一
月
黄

行
)

菊

池

勇

夫



O

野
津
教
授

が

、商
法
に
あ
い
て
と
φ
わ
け
保
険

法
に
興
昧
を
持
π
れ
る
こ
と
は
、
つ
と
に

「
保
険
政
策
論
」
(大
正
+
二

年
)、「
保
険
の
社
会

化
」
(大
正
+
三
年
)
等

の
著
述
が
あ
ウ
、
叉
内
外

の
專
門
雑
誌
に
登
表
さ
れ
π
多
歎

の
論

文
の
あ

る

こ
と
に
よ
つ
て
あ
ま
ね
く
知
ら
れ
て
居
る
。
本
書
は
、
右
の
や
う
な
多
年
に
わ
π
る
廣
く
深

い
研
究
を
基
礎
と
す

る

成
果

で
あ
釦
、
そ
の
意
味
に
ゐ

い
て
教
授
が
今
後
績
刊
せ
ら

る
べ
き

「
商
法
研
究
」
の
第

一
巻
だ
る
に
ふ
さ
は
し

い

も

の
で
あ
る
。

O

本
書
は
、
本
文

二
百
八
十
二
頁
の

モ
ノ
グ
ラ
フ
イ
で
あ

つ
て
、
之
に
巻
頭
に
は
十
六
頁
に
わ
π
る
か
な
釦
長

い
序

丈
、
巻
末
に
は
三
頁

の
詳
細
な
條
文
索
引
が
附
け
て
あ
る
。

内
・容
の
大
禮
を
知

る
爲
に
、
次
に
目
次
を
掲
げ

る
。

第

一
章
、
序
論
。
第

一
節

、
法
的
安
定
性
。
第
二
節
、
私
法
に
於
け
る

「
法
治
國
思
想
」
。

第
二
章
、
「
信
義
誠
實

の
原
則
」
の
理
論
的
発
展

。
第

一
節

、
「
一
般
的
悪
意

の
抗
辯
」
。
第

二
節
、
「
信
義
誠
實

の

原
則
」

の
現
代
的
意
義
。

野
津
務
教
授
「
保
陰
法
に
於
け
る
『信
義
誠
實
の
原
則
』」

(菊
池
)

(第
五
巻

第
二
號

三
三
七
)

三



螂
淵潭
務
教
糧
『
保
吟
…法
に
於
け
る
殉
信
義
畿
轡
ハの
原
・期
』
」

益
菊
鋤
闇)

(第
五
雀

～第
二
魏

三
三
八
)

四

第
三

章

、
保
険

契

約

及

び
其

の
解
釈

。
第

一
節

、
保
険

契

約

は
善
意

の
契
約

か
。

第

二
節

、
保
険

契
約

の
解
釈

1

「
保
険
法

の
嚴
格
性

」
。

第

四
章
、
保
険

契
約
者
被
保
険

者

の

「
信
義
誠
實
」
。
第

一
節
、
告
知
義
務
。

第

二
節
、
契
約
締
結
後

の

「
信
義

誠
實

」
。

第
五
章
、
保
険

者
の

「
信
義
誠
實
」
。
第

一
節
、
保
険
会
社

の
監
督
。
第

二
節
、
契
約
上

の

「
信
義
誠
實
」
。

第
六
章
、
結
論
-
保
険

の
組
織
と
道
徳
性
。

本
書
を
通
讃
す
れ
ば
、
そ
れ
が

三
つ
の
部
分
か
ら
成
今
立

つ
て
ゐ
る
こ
と
に
氣
が

つ
く
。
先
づ
、

「
信
義
誠
實

の

原
則
」
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
π
法
理
論
の
部
分

で
、
本
書

の
前
牛
を
占
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る

(第
一章
及
び
第
二
章
)。

次
に
、
中
心
問
題
た
る
、
保
険

法

の
分
析
を
通
し
て

「
信
義
誠
實

の
原
則
」
の
貫
徹
し
て
ゐ
る
こ
と
を
示
し
た
部
分

が
あ
う
、
本
書

の
後
牛
を
占

め
て
ゐ
る

(第
三
章
乃
至
第
五
章
)。
最
後
に
、
保
険

及
び
保
険

法

の
史
的
発
展

と
、
保
険

制

度

に
対
す

る
綜
合
的
観
察
が
結
論
と
し
て
鯛
れ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

O

本
書

に

必
い
て

「
信
義
誠
實

の
原
則
」
の
意
義
を
取
扱

つ
π
部
分
は
、
著
者
が
最
近
雑
誌
に
登
表
さ
れ
π
二
つ
の



論
文

(「
法
治
國
薦
念
の
郵
法
的
憲
義
」
.
法
學
新
報
、
四
四
巻
六
號
。
日
信
義
誠
貨
の
原
期
』
2
啓
旗
的
憲
義
」.
法
學
格
會
雑
誌
、
五
二
巷
十
一
.十
二

鷺
)
を
中
心
と
す
る
も

の
＼
や
う
で
あ
る
。

著
者

は
、
「
信
義
誠
實

の
原
則
」
を
論
ず

る
に
當

つ
て
先
づ
、
『
法
的
安
定
性
』
(
R
e
c
h
t
s
s
i
c
h
e
r
h
e
i
t

)
か
ら
出
登
す

る
。
「
『
法
的
安
定
性
』

は
共
同
生
活
に
於
け
る
あ
ら
ゆ

る
秩
序

の
基
礎

で
あ

る
。
そ
れ
は
共
同
團
體

の
構
成
員
相
互

間
の
関
係

に
於
て
1

軍
に
或

る
與

へ
ら
れ
た
る
法
律
行
爲

の
當
事
者
に
限
ら
ず
、
此

の
法
律
行
爲
に
因

つ
て
呼
び

起
さ
る
＼
凡

て
の
法
律
効
果

に
携

は
る
者
の
関
係

に
於

て
ー

要
求
せ
ら

る
＼
の
み
な
ら
ず

、
共
同
團
體

の
内
部
生

活
に
於

て
個

々
の
構
成
員
と
團
體

と

の
関
係

に
於

て
も
當
面

の
具
體
的

事
件
に
付

い
て
個
人
と
團
體

と
の
利
害
相
反

す
る
場
合
に
は
団
体

の
威
力
に
対
す

る
許
さ
る
べ
き
防
衛

の
範
囲

に
於
て

『
法
的
安
定
性
』
が
要
求
せ
ら

る
＼
こ
と

は
當
然

で
あ

る
と
謂
は
ね
ば
な

る
ま

い
。
從

つ
て

『
法
的
安
定
性
』
は
此
の
領
域
に
於

て
同
時
に
直
接

『
法
治
國
』

思
想
を
現
は
す
も

の
と
謂

つ
て
差
支
な

い
」
(
一
〇
頁
)。

『
法
治
國
の
原
則
』
(
G
r
u
n
d
s
a
t
z
 
d
e
s
 
R
e
c
h
t
s
s
t
a
a
t
s

)
の
内
容
は
、
「
団
体
そ
れ
自
膿
の
利
益

が
個
別
範
囲

に
野
し

て
主
張
せ
ら

る
＼
こ
と
の
正
當
観
さ
れ

る
爲

め
に
保
た
れ

る
こ
と
を
必
要
と
す

る
限
界
」
で
あ
う
、

「
此
の
限
界
は

法
律

の
適
用
に
付

い
て
も
必
要
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
立
法
に
付

い
て
も
必
要

で
あ
る
。
而
し
て
此

の
限
界
は

『
法
的

安
定
性
』
を
其

の
當
然

の
前
提
と
し
、
後
者
が
存
在

し
て
の
み
民
衆
と
法
と
の
乖
離
を
防
ぎ
法
律
生
活
の
目
的
を
失

野
津
務
教
授
「
保
陰
法
に
於
け
る
『信
義
誠
實
σ
原
則
ヒ

(菊
池
)

(箪
五
巻

第
二
號

三
三
九
)

.

五



野
津
務
教
授
「
保
険法
に
於
け
る
『
信
義
誠
實
の
原
則
ヒ

(菊
池
)

(第
五
巻

第
二
號

三
四
〇
)

六

は
ざ

る
こ
と
を
得

る
」
(
=

頁
)o

「
私
法
に
於
け
る

『
法
治
國
思
想
』

は
本
來
其
れ
自
膿
に
三
個

の
要
求
を
含
ん
だ
も

の
と

い
ふ

こ
と
が
出
來

る
。
其

の

一
は
民
衆

の
其

の
相
互
問
に
於
て
日
常
形
成
せ
ん
と
欲
す
る
取
引
関
係

が
何
時
に
於

て
且

つ
如
何
な
る
様
式

を
以

て
國
家

の
保
護
を
か
ち
得

る
か
を
豫
め

一
般
に
明
瞭
に
確
定
せ
ら
れ

る
こ
と
で
あ
う
、
其

の
二
は
民
衆
に
約
束
せ
ら

れ
た
る
國
家

の
保
講
が
法
律
に
規
定
せ
ら
れ

る
通
り
に
實

現
せ
ら

る
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
其

の
三
は
前

二
者

の
反
面

的
要
求
と
し
て
、

④

法
律
に
於
て

一
般
に
明
瞭
に
確
定
せ
ら
れ
ざ
る
場
合

に
付

い
て
裁
判
官

の
恣
意
的
裁
断
を
許

さ
ざ
る
こ
と
、

GD

民
衆
に
約
束
せ
ら
れ
ざ
る
保
護
は
實
現

せ
ら
れ
ざ

る
こ
と
是
れ

で
あ

る
。
此
の
三
個
の
要
求
に

依
む
私
法
に
於
け
る

『
法
治
國
思
想
』

は
概
ね
民
衆
に
有
利
に
働
き
來

つ
た

の
で
あ
る
が
、
後
に
至
り
斯
か
る
原
始

的
素
朴
的
な
る

『
法
治
國
思
想
』

の
弊
害
を
生
ず

る
に
至

つ
た
萌
芽

も
亦

た
此
の
三
個

の
要
求
特
に
共

の
三
の
㎝
に

含
ま
れ
て
居
る
」
二

四
ー
一
五
頁
)。

「
元
來
原
始
的
な

『
法
治
國
思
想
』

の
目
標
と
し
た
も
の
は
成
文
法
、
叉
は
多
く
と
も
成
文
法

の
承
認

の
下
に
慣
習

法
で
あ

つ
た
。
從

つ
て
s
u
m
m
u
m
 
J
u
s
,
 
s
u
m
m
a
 
m
j
u
r
i
a
.

と

い
ふ
警
告
は
法
典
編
纂

の
法
律
學

の
勝
利
に
対
す

る
當

然

の
封
債

で
あ

つ
た
の
で
あ
る
。
然
し
現
代
に
於

て

『
法
治
國
思
想
』

は
新
た
な
る
意
義
を
有
せ
し
め
ら
れ
ね
ば
な

ら
な

い
。

『
法
的
安
定
性
』

と
取
引
上
の
需
要
と
の
調
和
、
民
衆
と
法
と
の
接
着
は
更
に
出
登
黙
に
復
帰

し
て

『
法



的
安
定
性
』

の
確
保

の
爲

め
に
登
見

さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
し
(
二
〇
頁
)。
そ
れ
は
、
法
自
體

に
内
在
す
る
法
の

『
磯
展

性
』
ー

文
化

の
発
展

に
随
件

し
其

の
原
因
と
な
ゐ
其

の
結
果
と
な
る
も
の
ー

に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ

つ
て
、
「
此

の

『
発
展
性
』

の
評
価

を
評
憤
者

の
主
観
的
思
惟

の
外
に
存
す
る
標
準

に
依
ら
し
む
る
な
ら
ば

『
法
の
発
展

性
』

は

客
観
化
せ
ら
れ

『
法
治
國
思
想
』
が
新
た
な
る
意
義
に
於

い
て
再
生
す
る
」
(
二
二
頁
)。
著
者
は

『
法
の
発
展

性
』

の

S
p
i
e
l
r
a
u
m

を
客
観
的
に
定
め
る
に
就

い
て
、

法
律
解
釈

に
當
φ
考
慮

さ
れ

る

『
利
益
』

を
標
準
と
す
る
こ
と
に
求

め
、
こ
の

『
利
益
』

に
關
し
て
二
つ
の
段
階
f

第

一
に
個
人
の
私
生
活

の
平
和
な
る
維
持
及
び
発
展

に

つ
い
て
の

『
利
益
』
、第

二
に
具
騰
的
な
梅
利
の
享
有
者
を
中
心
と
す
る
も
の
か
ら
離
れ
た

一
般
的
秩
序
全
體

の
維
持
に

つ
い
て

の

『
利
益
」
ー

の
発
展

的
関
係

を
指
摘
し
た
上
、
「
斯
様
に
具
膿
的
個
別
的

『
利
益
』

と
抽
象
的
総
膿
的

『
利
益
』

と

の
衝
突
を
調
和
す
る

『
法
の
螢
展
性
』

を
認
識
し
、
之
を
根
縷
づ
け
、
而
し
て
之
を
促
進
す
る
も
の
＼

一
つ
と
し

て
」
墨
げ
る
の
は

『
信
義
誠
實

の
原
則
』

で
あ
る
(
二
八
⊥
三
責

)。

「
『
信
義
誠
實

の
原
則
』
は
言
葉
と
し
て
ゲ

ル
マ
ン
的

に
行
は
れ

て
ゐ
た

の
で
は
あ
る
が

、
其

の
實
質
的
意
義
は
羅
馬

以
來
の

『
一
般
的
悪
意

の
抗
辯

』

の
螢
展
経
過
は

『
信
義
誠
實

の
原
則
』

の
そ
れ
を
示
す
も
の
と

い
つ
て
も
差
支

へ

な

い
」
(四
八
頁
)
と
云
ふ
見
解
か
ら
、
著
者
は
、
先
づ

『
一
般
的
悪
意

の
抗
辯

』
e
x
c
e
p
t
i
o
 
d
o
l
i
 
g
e
n
e
r
a
l
i
s

元
來

は
形
式
上
原
告
の
権
利
主
張
を
正
當
な
ら
し
む
る
理
由
あ

る
に
拘
ら
ず
、
原
告
が
不
當

の
利
を
牧
め
ん
と
す
る
不
誠

野
津
務
教
授
「
保
険法
に
於
け
る
『信
義
誠
賓
の
原
則
ヒ

(菊
池
)

(第
五
巻

第
二
號

三
四
一
)

七



野
津
務
教
授
「
保
険法
に
於
け
る
『
信
義
誠
實
の
原
則
』」

(菊
池
)

(第
五
巻

第
二
號

三
四
二
)

八

實

な
る
動
機
を
攻
撃

の
目
標
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
韓
じ
て
原
告
の
動
機
如
何
を
問
は
ず
形
式
上
是
認
せ
ら
る
る

原
告
の
権
利
主
張
が
實
質
上
要
當
な
ら
ざ
る
総
て
の
場
合

に
許
さ
る

＼
も
の
と
考

へ
ら
れ

る
に
至

つ
た
ー

に

つ
い

て
、

ロ
ー
マ
法
か
ら
今
日
迄
に
こ
の
抗
辯

が

「
客
観
化
さ
れ
普
遍
化
さ
れ
抽
象
化
さ
れ
法
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
わ
た

う
支
配
す
べ
き
最
高
原
則
と
な

つ
た
」
経
過
を
概
観
し
て
ゐ
る
。

次
に
、
「
『
信
義
誠
實

の
原
則
』

を
如
何
に
換
言
す
る
も
其

の
内
容
を
具
禮
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
出
來
な

い
。

却

つ
て
共
抽
象
的
な
極

め
て
揮
力
性
に
豊
か
な
所
に
此
の
原
則

の
重
要
な
る
意
義
が
含
懐
れ
て
居
る
と
謂
は
ね
ば
な

ら
な

い
。
實
定
法
に
定
め
ら
る
＼
抽
象
的
な
規
範
を
適
用
す
る
に
當
う
具
膿
的
な
各
場
合

の
特
殊
性
に
當

て
は
懐
る

妥
當
な
結
果
を
得
ん
が
爲

め
の
努
力

の
表
現
で
あ
る
。
此

の
事
を
輪
廓
的
に
歴
縮
す
れ
ば
所
謂

『
具
膿
的
衡
平
の
原

則
』
P
r
i
n
z
i
p
 
d
e
r
 
 
k
o
n
k
r
e
t
e
n
 
 
B
i
l
l
i
g
k
e
i
t

と
な
る
」
と
し
、
こ
の

『
具
膿
的
衡
平

の
原
則
』
は
過
失
主
義
V
e
r
s
c
h
u
l
-

d
e
n
s
p
r
i
n
z
i
p

及
び
原
因
主
義
V
e
r
a
n
l
a
s
s
u
n
g
s
p
r
i
n
z
i
p

と
対
立

す
る
よ
う
も
む
し
ろ

こ
れ
ら

二
者
を
包
含
し
、
或

ひ

は
そ
の
適
用
を
妥
當
な
ら
し
め
る
も
の
と
見
、

『衡

平
』

こ
そ
は

『
具
騰
的
衡
平
の
原
則
』

の
核
心
で
あ
る
や
引
に

『
信
義
誠
實

の
原
則
』
に

必
い
て
も
核
心
た
る
べ
き
も
の
と
考

へ
る
の
で
あ
る
(五
三
頁
)。

著
者
は
さ
ら
に
、
『
信
義
誠
實

の
原
則
』
が
實
定
法
上
確
實
な
地
歩
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
諸
國
の
法
規
を

塞
げ

て
明
ら
か
に
し
た
上

燈
/、
こ
の
原
則
が
現
代
に

ゐ
い
て
持

つ
傾
向
と
意
義
と
に
論
及
す
る
。
そ
の

一
つ
は
、
主
観



的
意
義

と
客
観
的
意
義
に

?
い
て
で
あ

る
。
す
な
は
ち
、

「
主
観
的
観
察

に
依
れ
ば
善
意
即
ち
不
知
の
状
態

が
保
護

さ
れ

る
要
求
を
結
果
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
其

の
不
知

の
状
態
は
非
難
す
べ
か
ら
ざ

る
良
心
的
な
も

の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
…
…
斯
く
し
て
『
信
義
誠
實

の
原
則
』
の
主
観

的
意
義
が
論
理
的
に
開
展
せ
ら

る
＼
と
き

は
、
そ
れ
は
人

の
良
心
的
容
態
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
ム
、
人

の
良
心
的
容
態
は
他
人
に
対
す

る
関
係

に
關
聯
し
て
抽
象

せ
ら
れ
法

の
目
的
を
通
じ
て
蒸
溜
せ
ら

る
る
に
及
ん
で
正
義
衡
平
と

い
ふ
客
観
的
な
概
念
に
到
達
す
る
の
で
あ

る
」
(
七
五
頁
)。

こ
の
や
う
な

「
客
観
的
意
義
た
る
正
義
衡
平
の
概
念
は
法
律

の
目
的
観
に
付

い
て
の
時
代
的
差
異
に
依

つ
て
異
な
う

得

る
が

、
法

の
實
際
的
適
用
者
た

る
裁
判
官

の
個

々
的
主
観
に
依

つ
て
も
異
う
得
、
そ

こ
に
存
す
る
此
の
概
念
の
流

動
性
は
若
し
共

の
儘
に
放
置

せ
ら

る
＼
な
ら
ば
良
く
も
悪
く
も
作
用
す
る
こ
と
を
避
け
難

い
」
か
ら

、
こ
の
原
則

の

客
観
的
意
義
を
さ
ら
に
他
の
標
準
に
依
O
客
観
化

せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
標
準
と
し
て
は
第

一
に
『
利
益
関
係
』
、

第

二
に

『
取
引
慣
習
』
が
考
慮
さ
れ

る
の
で
あ
る
(八
〇
1
八
一
頁
)。

他

の

一
つ
は
、

『
信
義
誠
實

の
原
則
』

の
個
人
的
意
義
と
社
會
的
意
義

で
あ

る
。
す
な
は
ち
、
著
者
は

「
此
の
原

則
が
當
事
者
間

の
衡
平
確
保

の
爲

め
に
活
動
す
る
範
囲

叉
は
作
用
」
(九
一
頁
)
を
個
人
的
意
義
と
し
、
叉
、
「
其

の
規

範

の
野
象

た
る
事
實
が
或

る
範
囲

の
社
會
全
體

叉
は
不
特
定
な
多
歎

の
者
の
利
益

に
及
ぼ
す
影
響
を
考

へ
て
全
膣

の

上
に

『
衡
平
』
を
齎
さ
ん
と
す
る
要
求
を
も
有
す
る
」
(九
二
頁
)、

「
從

つ
て
此
の
場
合

に
は
個
人
の
自
由
が
制
約
せ



野
津
務
教
授
「
保
険法
に
於
け
る
『
信
義
誠
實
の
原
期
』」

(菊
池
)

(第
五
巻

第
二
號

三
四
四
)

一
〇

ら
れ
全
體

の
利
益

が
支
配
す
る
に
依
つ
て
の
み

『
信
義
誠
意

の
原
則
』

の
需
要
が
充
足
さ
れ
得
る
L
(九
三
頁
)
の
で
あ

る
か
ら

、
之
を
社
会

的
意
義
と
解
す
る
。

以
上

の
二
方
面

の
傾
向
或

ひ
は
意
義

の
関
係

に
つ
い
て
著
者
は
述
べ
て
ゐ
る
1
1
・「
『
信
義
誠
實

の
原
則
』

の
主
観

的
及
び
客
観
的
意
義
に
於
て
は
道
徳

の
響
が
充
満
し
て
ゐ
る
…
…
此

の
原
則

の
社
會

的
意
義
に
於
て
は
倫
理
的
価
値

が

一
見
薄
ら

い
で
居

る
か
の
如
く
考

へ
ら
れ
易

い
。
何
と
な
れ
ば
そ
こ
に
は
具
膿
的
に
考

へ
ら
る
＼
個

々
の
目
的
よ

む

一
層
大
な
る

『
利
益
範
囲
」
が
標
準
覗
せ
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
道
徳

は
其

の
内
容
に
於
て
固
定
的

な
も

の
で
は
な

い
。
正
義
観
念
は
時
代
と
事
情
と
に
因
つ
て
流
轄
す
る
。
…
…
個
人
的
道
徳
思
想
の
中
に
育

て
ら
れ

π
制
定
法
を
解
釈

す
る
に
當

つ
て
も
吾
人
は
現
代

の
社
会
倫
理
を
以
て
精
錬

し
各
場
合

の
事
情
に
適
鷹
し
て
小
な
る

正
義
を
捨
て
大
な
る
正
義
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。

『
個
人
的
正
義
』

か
ら

『
社
会
的
正
義
』

へ
、
『
個
人
的
衡
卒
』

か
ら

『
杜
會
的
衡
李
』

へ
、
斯
く
し
て

『
個
人
的
自
由
』

の
主
張

か
ら

『
社
会
的
自
由
』

の
確
保
に
向
は
ね
ば
な
ら

な

い
。
私
の
所
謂

『
信
義
誠
實

の
原
則
』

の
社
会

的
意
義
は
實
に
此
の
事
を
要
求
す
る
の
で
あ

る
L

(九
六
-
七
頁
)。

O

『
保
険
契
約
は
叢
呈
忌
叉
は
最
大
善
意

の
契
約

で
あ
る
』

と
云
ふ
命
題
は
、
歴
史
的
に
は
承
認
さ
れ

る
も
の
で
あ
今
、



今
日
と
錐
も
英
米
の
學
者
に
,よ
つ
て
唱

へ
ら
れ

る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

著
者
は
、
こ
の
命
題

の
意
義

叉
は
根
縷
を
考
察

し
π
結
果
、
「
の
保
険

契
約

の
解
釈

に
當

む
危
険
団
体

の
利
益

を

も
考
慮
す
べ
き
こ
と
、
②
保
険

契
約
に
付
き
告
知
義
務
な

る
制
度

の
存
す
る
こ
と
、
働
危
険
団
体

の
協
同
組
合
的

性
質
を
有
す

る
こ
と
は

現
代
に
於

て
も
此
の
命
題
が
全
然
無
意
義
と
し
て
取
扱
は
る
べ
き
で
は
な
く
、
寧

ろ
進
ん
で
保
険

契
約

の
本
質
的
特
徴

の

一
つ
に
加

へ
る
べ
き
で
は
あ

る
懐

い
か
と

い
ふ
結
論
に
到
達
す
る
」
(
一
一
九
-

一
二
〇
頁
)
の
で
あ

つ
て
、
こ
の
意
味
に

必
い
て
特
に

『
信
義
誠
實

の
原
則
』
が
支
配
的
原
理
と
し

て
取
上
げ
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
し
か
も
、

「
少
藪
範
囲

の
民
事
的
個
別
的
法
律
行
爲
に
在

つ
て
は
個
人
的
意
義
に
於
け
る

『
信
義
誠
實

の
原
則
』
が
支
配
的
で
あ
う
、
多
歎
範
囲

の
商
事
的
集
約
的
法
律
行
爲
に
在

つ
て
は
社
會

的
意
義
に
於

け
る

『
信
義
誠
實

の
原
則
』
が
特
に
重
要
親
せ
ら
れ
る
」
(
一
二
八
頁
)。
例

へ
ば
、
「
普
通
保
険

約
款

は
株
式
会
社

に
用

ひ
ら

る
＼
場
合

に
竜
相
互
会
社

に
用

ひ
ら

る
＼
場
合

に
も
集
約
的

で
あ
う
社
会

的
で
あ
る
。
從

つ
て
其

の
解
釈

に
付

い
て
も
個
人
意
思

の
探
究
が
著
し
く
閑
却
さ
れ

る
に
至

る
こ
と
あ

る
は
必
然

で
あ
る
」
(
一
一一
八
頁
)。

し
た
が

つ
て
、

「
普
垣
保
険

約
款

の
開
示

不
開
示
が
保
険

契
約

の
私
法
上
の
効
力

に
影
響

せ
し
め
ら

る
＼
限
う
に
於

て
は
斯
か
る
規

定
は
排
斥

せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
…
…
社
会

的
意
義
に
於

け
る

『
信
義
誠
實

の
原
則
』

か
ら

い
へ
ば
個
人
意
思
の

内
容
如
何
に
依

つ
て
意
欲
に
も
あ
れ
、
認
識
に
も
あ
れ
保
険

契
約

の
効
力

が
左
右
せ
ら

る
べ
き
も
の
と
す
る
な
ら
ば

督
津
務
教
授
「
保
険法
に
於
け
る
『信
義
誠
實
の
原
則
」こ

(
菊
池
)

(第
五
巷

第
二
號

三
四
五
)

一
一



野
津
務
教
授
「
保
険法
に
於
け
る
『信
義
誠
實
の
原
則
』
」
(菊
池
)

(第
五
巻

第
二
難

三
四
六
)

=
一

企
業
全
體

を
破
壊
の
方
向
に
導
き
企
業
の
有
す

る
社
會

へ
の
利
益

を
不
可
能
な
ら
し
む
る
こ
と
に
な

る
」
(
一
三
七
頁
)。

「
然
し
な
が
ら
保
険

契
約
の
私
法
上

の
効
力

に
影
響
せ
し
め
な

い
範
囲

に
於

て
普
通
保
険

約
款

の
契
約
締
結
前

の
開

示
、
叉
は
交
付
を
規
定
す
る
こ
と
は
何
等
妨
げ
な

い
の
み
な
ら
ず
却

つ
て
個
人
的
意
義
に
於
け
る

『
信
義
誠
實

の
原

則
』

に
合
致
す
る
の
で
あ
る
」
(
一
三
八
頁
)。

こ
の
こ
と
は
、
保
険

契
約
の
解
釈

に
ゐ
い
て
、
『
保
険
法
の
嚴
格
性
』

(
S
t
r
e
n
g
e
 
d
e
s
 
 
V
e
r
s
i
c
h
e
r
u
n
g
s
r
e
c
h
t
e
s

)
に
含
懐
れ
る
二
つ
の
意
義
、
す
な
は
ち

一
面
に
個

々
の
保
険
契
約

の
背
後
に

横
は
る
危
険
團
體

の
共
同
の
利
益

が
尊
重

せ
ら
れ
ね
ば
な
ら

澱
こ
と
(
『
信
義
誠
實

の
原
則
』

の
社
會
的
意
義
)
、

他

面
に
個

々
の
保
険

契
約
者
被
保
険

者
の
利
益

を
も
閑
却
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と

(
『
原
則
』
の
個
人
的
意
義
)
に
も
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
二

四
四
乃
至
一
五
二
頁
)Q

保
険

契
約
者
叉
は
被
保
険

者
の

『
信
義
誠
實
』
に
は
先
づ
告
知
義
務

(
O
b
l
i
e
g
e
n
h
e
i
t
 
o
d
.
 
v
e
r
s
i
c
h
e
r
u
n
g
s
r
e
c
h
t
l
i
c
h
e

O
b
l
i
e
g
e
n
h
e
i
t

)
特
に
契
約
前

の
そ
れ

(
商
法
三
九
九
條

ノ
二
及
び
四
二
九
條

の
定

む
る
告
知
義
務
)(
v
o
r
v
e
r
t
r
a
g
l
i
c
h
e

A
n
z
e
i
g
e
p
f
l
i
c
h
t

)
が
問
題
に
な

る
。

こ
の

「
義
務

の
根
縷
と
し
て
は

『
信
義
誠
實

の
原
則
』

よ
う
も
寧
ろ
危
険

測
定

説
が
是
認

せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
二

五
七
頁
)
が

、
し
か
し
こ
の
義
務

の
規
定
内
容

の
履
行
に
關
聯
し
て

『
信

義
誠
實

の
原
則
』
が
考
慮

さ
る
べ
き
は
勿
論

で
あ

る

二

六
一二
乃
至
二
〇
〇
頁
)。
次
に
契
約
締
結
後
に
は
、
保
険

料
支
払

の
義
務

、
通
知
義
務
、
損
害
防
止
義
務
の
履
行
及
び
保
険

者

の
代
位
権
、
保
険

金
額

の
請
求
梅

の
行
使
に
關
聯

し
て
'



『
信
義
誠
實

の
原
則
』
が
支
配
す
る
こ
と
當
然

で
あ
る

(
二
〇
一
乃
至
二
一コ
頁
)。

保
険

者
の

『
信
義
誠
實
』

は
、
之
を
先
づ
保
険
会
社

の
監
督

に
ゐ
い
て
見

る
。

「
蓋
し
實
質
的
経
済

的
に
危
険

團

膿

の
構
成
が
あ

つ
て
も
、
形
式
的
法
學
的
に
は
常
に
保
険

者
自
膿
が
法
律
関
係

の
表
面
に
現
は
れ
、
保
険

者

は
危
険

團
體

の
代
表
者
力
る
地
位
を
奇
貨
と
し
て
共

の
恣
意
を
實
現
す
る
處
れ
が
あ
る
…
…

(
こ
の
や
う
に
)
危
険

團
瞠
保

護

の
美
名
に
隠
れ
て
個

々
の
保
険

契
約
者
被
保
険

者
等

の
不
利
益

に
於
て
不
當

の
利
を
貧
ぼ
る
こ
と
は

『
信
義
誠
實

の
原
則
』

の
如
何
な

る
意
義

に
於

け
る
も

の
に
も
背
反
す
る
…
…

(
そ
れ
故
に
)
個
人
的

の
も

の
よ
め
社
会

的
衡
卒

観
念

に
重
き
を
置
き
、
保
険

契
約

の
實
質
に
横
は
る
危
険
団
体

と

い
ふ

『
被
保
険

者
全
體

』

の
利
益

を
尊
重

し
、
危

瞼
團
體

の
利
益

を
通
じ
で
個
々
の
保
険

契
約
者
被
保
険

者
の
利
益

を
擁
護

せ
ん
と
す
る
(
と
こ
ろ
に
)
…
…
再
び

『
信

義
誠
實

の
原
則
』

の
杜
會
的
意
義
か
ら
保
険

者
監
督

の
合
理
的
根
縷
を
得
る
こ
と
が
出
來
る
」
(
三
=
T

三
頁
)。
し
た

が

つ
て
、
保
険

事
業

の
菟
許
の
標
準
、
特
に
事
業
方
法
書

の
取
扱

ひ
、
粂
業
禁
止
、
財
産
利
用
行
爲
等
に
關
し
て
、

常
に

『
信
義
誠
實
の
原
則
』

の
社
会

的
意
義
が
考
慮

さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
次
に
、
契
約
上

の

『
信
義
誠

實
』

と
し
て
は
、
契
約
締
結

の
豫
備
的
手
續

中

に
も
既
に
こ
の
原
則

の
支
配
を
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
が
、
特
に
契
約

締
結
後
に
於
け
る
保
険

料
請
求
梅
、
危
険
負
憺

、
保
険
謹
券
交
付
義
務
、
そ

の
他
解
除
権

の
行
使
、
利
益

配
當
約
欺
の

履

行
等
に
關

し
て
『
信
義
誠
實

の
原
則
』
が
支
配
し
て
ゐ
る
こ
と
當
然
と

い
は
ね
ば
な
ら
な

い

(
二
三
九
乃
至
二
五
三
頁
)。

野
津
務
教
授
「
保
険法
に
於
け
る
『信
義
誠
實
の
原
瑚
ヒ

(菊
池
)

(第
五
巻

第
一一號

三
四
七
)

一
三



野
津
務
教
授
「
保
険法
に
於
け
る
『
信
義
誠
實
の
原
則
』」

(菊
池
)

(
第
五
巻

第
二
號

三
四
八
)

一
四

〇

著
者
は
、
保
険

制
度

の
綜
合
的
観
察
と
し
て
、
「
保
険
の
組
織
と
道
徳
性
」
を
提
示
す
る
。
「
『
善
意
及
び
衡
平
』
を

實
現
す
る
こ
と
が
結
局
あ
ら
ゆ
る
法
の
目
的
で
あ
り
使
命

で
あ

つ
て
、
法
的
規
範

の
内
容

に
道
徳
的
要
素
が
注
入
せ

ら
れ

て
居

り
叉
注
入
せ
ら
る
べ
き
も
の
な
る
こ
と
は
敢

へ
て
保
険

法
に
の
み
持
有
な
こ
と
で
は
な

い
。
保
険

法
に
特

有
な
、
他

の
法
の
領
域
に
見
當
ら
な

い
黙
は
保
険

法

の
対
象

た
る
保
険

制
度

を
可
能
な
ら
し
め
る
塞
礎
た
る
技
術
に

存
す
る
の
で
あ
り
、
更
に
此
の
技
術
が
単
な
る

技
術
と
し
て
乾
燥
無
昧
な
る
叉
は
生
命
の
な

い

と
M
e
c
h
a
n
i
s
m
u
s

た
る

に
止
懐
ら
ず
、
道
徳
的
価
値

と
密
接
に
結
び
付

い
て
居

る
黙
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
技
術
と
倫
理
と
が
融
合
し
、
此

の
二
者
が
決
し
て
対
立

的
な
地
位
を
占
め
な

い
で
吾
人
に
不
思
議
な
調
和
を
示
し
て
居

る
こ
と
は
保
険

法

の
領
域
に

於
け
る
全
く
顯
著
な
る
現
象
で
あ
る
と
謂
は
ね
ば
な
ら
な

い
」
(
二
五
五
頁
)。

こ
の
現
象
に

つ

い
て
、
保
険

制
度

の
史

的
発
展

を
辿
う

つ
＼
、
「
個
々
の
保
険

契
約
に
於

て
冒
険

性

の
著
し

い
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な

い
が

、
保
険
事
業

の

全
體

に
於

て
は
此
の
個

々
的
な
冒
険

性
が
豫
定

せ
ら
れ
た
る
組
織
に
依

つ
て
調
節

せ
ら
れ
同
化
せ
ら
れ
全
く
其
の
跡

形
も
な

い
」
段
階
に
至
つ
て
明
ら
か
で
あ

る
と
な
し

(
二
六
二
頁
)、
そ

の
理
想
的
型
態
に
ゐ
い
て
認
め
ら
れ

る
『
共
同
経

濟
的
制
度
』
(
g
e
m
e
i
n
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
s
 
I
n
s
t
i
t
u
t

)
と
し
て
の

『
団
体
的
共
属
性
』
(
G
r
u
p
p
e
n
z
u
s
a
m
m
e
n
g
e
h
o
r
i
g
k
e
i
t
 
)



な
る
概
念
に
燭
れ
る
の
で
あ
る

(
二
六
四
頁
)。

こ
の
や
う
に
、

『
相
互
扶
助

』
の
遣
徳
的
精
神

が
保
険

制
度

の
全
膣
を

貫
流

し
て
居

る
」
(
二
六
三
頁
)
こ
と
は
、
近
代
國
家
の
社
會
政
策
に

必
い
て
最
も
好
ん
で
利
用

さ
れ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る

著
者
は
そ
の
創
始
者
た
る
B
i
s
m
a
r
k

の
社
會
保
険

施
設
を
指
摘
し
、
叉
我
が
國
に

あ
い
て
大
正
十
年

の
労
働
保
険

調
査

會
設
置
以
來
今

日
に
至
る
迄
の
社
會
保
険

制
度
籏
充
の
實
跡
を
墨
示
し
て
ゐ
る

(
二
六
七
i
二
七
二
頁
)。
そ
し
て
、
さ
ら

に
産
業
保
険

が
『
家
畜
保
険

法
』
(
昭
和
四
年

三
月
二
十
七
日
公
布
)
を
始

め
と
し
て
農
業
や
漁
業

の
保
険

に
つ
い
て
も

計
劃
さ
れ

つ
＼
あ
る
こ
と
に
言
及
し
、

「
斯
く

の
如
く
社
會
政
策
と
し
て
社
会
保
険

が
行
は
れ
経
済

政
策
叉
は
産
業

政
策
と
し
て
産
業
保
険

が
行
は
れ

る
こ
と
に
な
る
の
は
畢
覧
保
険

に
固
有
な
る
共
同
経
済

的
組
織
を
以
て
経
済

生
活

上
の
危
険

を
適
當
に
虜
理
せ
ん
が
爲

め
で
あ
壷
、
そ
れ
は
亦
社
會
正
義
と

い
ふ
道
徳
的
観
念
に
合
致
す
る
所
以

で
も

あ
る
」
(
二
七
三
頁
)
と
見

る
の
で
あ

る
。

O

以
上
、
私

の
紹
介
は
や
や
冗
長
に
な
つ
た
き
ら

ひ
は
あ
る
が
、

し
か
し
本
書

の
内
容

、

特

に

『
信
義
誠
實

の
原

則
』

の

い
は
ゆ
る
社
會
的
意
義
な
る
も
の
と
、
そ
の
保
険

法
に
於
け
る
現
は
れ
と
に

つ
い
て
、
教
授
の
説
か
れ
る
と

之
ろ
を
誤
り
な
く
要
約
し
得
た
な
ら
ば
幸

ひ
で
あ
る
。

野
津
務
敬
授
「
保
険法
に
於
け
る
『
信
義
誠
賀
の
原
則
』」

(菊
池
)

(第
五
巻

第
二
號

三
四
九
)

】
五



野
津
務
歎
曇
「
保
懐
法
に
於
け
る
『信
義
誠
箕
④
原
期
』」

(菊
池
〉

(第
玉
参

第
二
輩

三
誠
O
)

一
六

な
ほ
、
教
授
は
序
文

中

に
法
的
全
燈
主
義

に
關

し
て
力
読
し
て
居
ら
れ
る
が
i

前
掲
の
論
文
、
「
『
信
義
誠
實

の

原
則
』

の
発
展

的
意
義

」

(
法働
、
五
二
巻
=
一號
)

に
は
結
語
と
し
て
示
さ

れ
た

も
の
ー

之
に
は
多
く
の
問
題
を
含

ん
で
を
り

、
か
つ
未
だ
私
の
理
解
が
不
充
分
な
黙
も
あ
る
か
と
思
ふ
の
で
、
か
た
が
た

敢

て
燭
れ
る
こ
と
を
し
な
か

つ
π
。

(
三
月
丈
ハ
日
稿
)


